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吉
本
博

Ｄ
Ｖ
と
い
う
言
葉
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
平
成
十

三
年
の
「
日
本
新
語
・
流
行
語
大
賞
」
は
、
小
泉
首
相

の
所
信
表
明
演
説
で
使
わ
れ
た
「
米
百
俵
」
や
ス
ロ
ー

ガ
ン
で
あ
る
「
聖
域
な
き
改
革
」
な
ど
に
よ
り
総
な
め

さ
れ
た
の
で
す
が
、
「
狂
牛
病
」
「
抵
抗
勢
力
」
な
ど
に

混
じ
っ
て
選
ば
れ
た
の
が
「
Ｄ
Ｖ
」
で
す
。
こ
の
年
の

四
月
に
、
い
わ
ゆ
る
Ｄ
Ｖ
防
止
法
（
「
配
偶
者
か
ら
の

暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
）

が
成
立
し
同
年
十
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
国
民
の
関
心
を

生
み
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

こ
の
法
律
に
よ
り
、
主
に
夫
に
よ
る
妻
へ
の
暴
力
が

Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）

医
療
と
内
観

夫
婦
げ
ん
か
と
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
が
、
一
気
に

犯
罪
と
な
り
ま
し
た
。
実
際
に
、
平
成
十
年
に
東
京
都

が
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
」
調
査
を
行
っ
た
結
果
は
、

身
体
的
暴
力
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
は
三
人
に
一
人
、

精
神
的
暴
力
が
一
一
人
に
一
人
、
性
的
暴
力
が
五
人
に
一

人
と
多
い
も
の
で
し
た
。
私
の
住
む
富
山
県
で
も
、
今

年
の
五
月
に
一
時
保
護
さ
れ
て
い
た
女
性
が
夫
の
元
に

戻
り
Ｄ
Ｖ
被
害
で
死
亡
す
る
痛
ま
し
い
事
件
が
起
き
て

お
り
、
ど
こ
に
で
も
Ｄ
Ｖ
が
起
き
て
い
ま
す
。

医
療
の
現
場
に
い
ま
す
と
、
女
性
の
ア
ル
コ
ー
ル
依

存
症
（
以
後
ァ
症
）
の
方
に
よ
く
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
認
め

ま
す
。
暴
力
が
長
期
間
に
渡
り
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
女

性
に
複
雑
性
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）

を
生
み
、
一
部
の
女
性
を
飲
酒
に
走
ら
せ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
の
報
告
で
は
Ｄ
Ｖ
被
害
者
は
ア

症
の
ハ
イ
リ
ス
ク
者
で
あ
り
、
四
十
～
六
十
％
が
ア
症

に
擢
患
し
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
男
性
の
ァ
症
者
の
中
に
Ｄ
Ｖ
加
害
者
が
存
在

し
ま
す
。
し
か
し
誤
解
し
て
い
た
だ
き
た
く
な
い
の
は
、

（
第
十
一
回
）
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て
治
療
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
断
酒
す
る
人
が
多
く
な

っ
た
歴
史
が
示
す
よ
う
に
。
実
際
に
は
、
Ｄ
Ｖ
防
止
法

に
基
づ
く
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
各
都
道

府
県
に
設
置
（
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
て
い
る
）

さ
れ
て
お
り
、
警
察
も
女
性
被
害
二
○
番
（
富
山
県
）

で
相
談
に
の
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
他
に
、
富
山
県
に

は
Ｄ
Ｖ
民
間
支
援
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
て
い
る
よ
う

に
、
地
域
に
よ
っ
て
は
活
発
に
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

我
慢
し
て
、
怪
我
や
死
に
い
た
る
前
に
、
ま
ず
は
相
談

し
て
知
識
を
得
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

最
後
に
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
を
司
法
で
罰
す
る
だ
け
で
は
、

別
な
女
性
が
再
び
犠
牲
者
と
な
る
可
能
が
あ
り
ま
す
。

犯
罪
の
視
点
だ
け
で
な
く
、
行
動
噌
癖
な
ど
別
の
観
点

で
捉
え
て
の
治
療
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
欧
米
で
も

い
ろ
い
ろ
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

再
犯
率
が
高
い
の
が
現
状
で
す
。
内
観
療
法
が
、
司
法

の
場
で
多
大
な
成
果
を
上
げ
た
よ
う
に
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者

の
新
し
い
治
療
に
内
観
は
大
き
な
役
割
を
持
つ
の
で
は

と
考
え
て
い
る
こ
の
頃
で
す
。

2７

ア
症
者
は
す
べ
て
Ｄ
Ｖ
加
害
者
で
は
な
い
こ
と
で
す
。

私
の
経
験
で
も
明
か
で
、
飲
酒
し
て
身
体
的
、
精
神
的
、

経
済
的
暴
力
を
妻
に
振
る
っ
て
い
た
ァ
症
者
が
、
他
の

病
気
も
あ
っ
て
飲
む
の
を
や
め
た
に
も
係
わ
ら
ず
、
暴

力
が
そ
の
後
も
続
き
、
妻
を
Ｄ
Ｖ
支
援
を
行
っ
て
い
る

民
間
グ
ル
ー
プ
「
女
綱
（
な
づ
な
）
」
に
紹
介
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

Ｄ
Ｖ
を
起
こ
さ
せ
る
原
因
に
つ
い
て
、
ホ
ル
モ
ン
や

脳
の
伝
達
物
質
の
異
常
、
バ
タ
ラ
ー
（
殴
打
者
）
の
性

格
的
問
題
、
夫
と
妻
の
一
一
者
関
係
の
問
題
、
暴
力
が
容

認
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
的
原
因
な
ど
の
点
か
ら
研
究
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
原
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
は
身
体
的
、
精
神
的
、
経
済
的
力

の
優
位
性
に
よ
り
各
種
の
暴
力
に
よ
っ
て
も
い
と
わ
ず

パ
ー
ト
ナ
ー
を
支
配
し
、
パ
ワ
ー
を
現
実
化
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

身
近
に
Ｄ
Ｖ
が
発
生
し
た
場
合
、
私
達
は
そ
れ
は
犯

罪
行
為
と
い
う
認
識
を
持
ち
適
切
な
対
応
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ア
症
を
病
気
と
考
え
、
対
処
方
法
と
し


